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（審議経過） 

○室橋都市建設課長 皆様、おはようござい

ます。定刻になりましたので、始めさせてい

ただきます。 

 本日はお忙しい中、第８１回足立区都市計

画審議会にご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 私は、本日司会を務めさせていただきます

都市建設課長の室橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

 初めに、本審議会の情報公開についてのご

連絡でございます。本審議会は公開を原則と

しております。そのため、会議記録につきま

しては、区のホームページで公開をさせてい

ただいております。また、会議記録作成のた

め、録音させていただいておりますので、ご

理解のほどお願いいたします。 

 それでは、事前にお送りいたしました次第

をご覧ください。次第に記載いたしましたと

おり、本日は二部構成でございます。第一部

は委員の委嘱、第二部は議案の審議・報告で

ございます。 

 それでは、第一部、委員の委嘱を行わせて

いただきます。このたび、公募による区民委

員３名の委員が決定いたしました。 

 これからお名前をお呼びいたしますので、

その場でご起立の後、ご着席ください。 

 川島優太様。 

○川島委員 川島と申します。よろしくお願

いいたします。 

○室橋都市建設課長 佐藤裕介様。 

○佐藤委員 佐藤と申します。よろしくお願

いいたします。 

○室橋都市建設課長 また、まだお見えにな

っておられませんけれども、歌川光一様、以

上３名でございます。 

 本日は、委嘱状の交付を席上配付にさせて

いただいております。ご理解のほど、よろし

くお願いいたします。 

 ここで、副区長から皆様にご挨拶を申し上

げます。 

工藤副区長、よろしくお願いいたします。 

○工藤副区長 おはようございます。副区長

の工藤でございます。 

今日は８１回の審議会ですけれども、今年

度は２回目ということで、ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

 また、本日から３名の公募委員の方が委員

として出席をすることになりました。引き続

きよろしくお願いします。 

 私から都市計画審議会の意義をあえて説

明するまでもありませんけれども、足立区の

まちづくりを進めていく上では、ここは欠か

すことができない審議会になっております。 

足立区は今まちづくりがどんどん変わっ

てきていまして、６大学を誘致したり、ある

いは初めて大学病院を誘致したり、あるいは

近いまちづくりで言いますと、綾瀬駅の駅前

広場が１月にオープン予定です。それと北綾

瀬の駅前広場と三井不動産のららテラスが

６月にオープンということで、そういったま

ちづくりに当たっては、この審議会を経て

様々な議論をしていただいて、そして足立区

のまちを魅力的なものにしていくというこ

とは欠かせないことでございますので、皆様

方いろいろな立場でご出席いただいて、いろ

んな立場でご意見を頂くということは非常

に重要なことだと思います。そういった意味

で、様々なご意見をいただいて、さらに足立

区のまちが発展できるよう努めていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

○室橋都市建設課長 これにて、第一部の委

員の委嘱を終了いたします。 

第二部に入らせていただく前に、傍聴人が

いらっしゃいますので、ご入場いただいても

よろしいでしょうか。 

○廣兼会長 それでは、傍聴人の方はご入場

ください。 

（傍聴人入場） 

○室橋都市建設課長 それでは、第二部、議

案審議及び報告事項に移らせていただきま

す。 

 ここからの議事の進行は廣兼会長にお願

いいたします。 

○廣兼会長 よろしくお願いいたします。 

それでは、都市計画審議会の議事を進めて

まいります。 

 初めに、事務局から本日の資料と議案につ

いて説明をしてください。 

○室橋都市建設課長 事務局でございます。 

それでは、資料の確認をさせていただきま

す。お持ちいただいた資料をご覧ください。

まず、次第、委員等名簿、座席表、それぞれ

１枚。次に、白色の表紙の議案書、一つづり。

次に、黄緑色の表紙の議案説明資料、一つづ

り。次に、桃色の表紙の報告説明資料、一つ
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づり。最後に、本日、席上配付させていただ

いています別添資料１「第２号議案 竹ノ塚

駅中央地区関連」の意見書の要旨、一つづり。

別添資料２「竹の塚第五公園廃止後の機能の

再配置計画」１枚。 

以上が本日の資料でございます。不足して

いる資料等ございましたら、事務局へお申し

出ください。―よろしいでしょうか。 

 それでは、次第をご覧ください。本日は議

案審議が３件、報告事項が３件でございます。 

まず、議案審議でございますが、第１号議

案「江北駅周辺地区関連」といたしまして、

１－１「東京都市計画用途地域の変更（東京

都からの意見照会）」、１－２「東京都市計

画高度地区の変更（足立区決定）」、１－３

「東京都市計画防火地域及び準防火地域の

変更（足立区決定）」、１－４「東京都市計

画地区計画江北駅周辺地区地区計画の変更

（足立区決定）」。 

 第２号議案「竹ノ塚駅中央地区関連」とい

たしまして、２－１「東京都市計画地区計画

竹ノ塚駅中央地区地区計画の変更（足立区決

定）」、２－２「東京都市計画公園の変更（足

立区決定）」。 

第３号議案「東京都市計画生産緑地地区の

変更（足立区決定）」の３件でございます。 

 続いて、報告事項でございますが、報告１

「綾瀬駅東口周辺地区のまちづくりについ

て」、報告２「柳原一・二丁目地区のまちづ

くりについて」、報告３「千住大川端地区の

まちづくりについて」、以上３件でございま

す。 

 次に、議案審議及び報告事項の説明及び発

言方法についてご案内させていただきます。

議案及び報告事項の説明においてはお手元

の資料をご覧ください。なお、会場のモニタ

ーにつきましては、ご参考にご覧いただきた

いと思います。 

質疑応答は、議案審議３件及び報告事項３

件の各案件説明後に、それぞれお時間を設け

させていただきます。質疑応答において、ご

発言の際には挙手いただき、会長の指名の後、

席上のマイクのスイッチを入れてご発言く

ださい。また、発言が終わりましたらスイッ

チをお切りいただきますようお願い申し上

げます。 

事務局からは以上でございます。 

○廣兼会長 それでは、議案審議に入る前に

委員の出席状況を事務局からご報告してく

ださい。 

○室橋都市建設課長 事務局でございます。 

本日は定数１８名のところ１５名のご出

席をいただいております。過半数のご出席を

いただいておりますので、審議会が有効に成

立することをご報告申し上げます。 

○廣兼会長 議事録署名人は私と山村委員

が務めますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案審議に入ります。 

 第１号議案「江北駅周辺地区関連につい

て」、中村まちづくり課長から説明をお願い

いたします。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長中

村でございます。私からは、第１号議案「江

北駅周辺地区関連」といたしまして、東京都

決定である１－１「用途地域の変更」、足立

区決定である１－２「高度地区の変更」、１

－３「防火地域及び準防火地域の変更」、１

－４「江北駅周辺地区地区計画の変更」につ

いて、ご説明させていただきます。 

 最初に、１－１「用途地域の変更」につい

てご説明いたします。お手元の資料では、白

い表紙の議案書１ページをご覧ください。１

－１「用途地域の変更について、東京都から

の意見照会でございます。提出者は、足立区

長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を変更するに当たり、

東京都から足立区の意見を聞くための照会

があり、それに回答するため、足立区都市計

画審議会に提案するものでございます。 

 ２ページから８ページは、都市計画の案の

理由書、東京都からの照会文、計画書、新旧

対照表、変更概要、総括図、計画図という構

成になってございます。 

 次に、９ページをご覧ください。「高度地

区の変更」についてです。提出者は、足立区

長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本計画を決定するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 １０ページから１４ページは、都市計画の

案の理由書、計画書、変更概要、総括図、計

画図という構成となっております。 

 続いて、１５ページから「防火地域及び準

防火地域の変更」、２１ページから「地区計

画の変更」について、同様の構成となってご

ざいます。 

 以上が議案書のご案内になります。 

 議案書は少し分かりづらいため、議案説明
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資料で内容をご説明させていただきます。お

手元の資料では、黄緑色の表紙の議案説明資

料１ページをご覧ください。 

 最初に、「１ 議案の趣旨」でございます

が、本案件は、江北駅周辺地区地区計画区域

内の都市計画道路補助第１３８号線の整備

に併せて、記載の４つの都市計画変更を行う

ものでございます。 

 「２ 地区の現況と経緯」でございます。

図１をご覧ください。本地区では、平成１７

年に日暮里・舎人ライナー江北駅の開設を見

据え、青線で囲まれた範囲に地区計画が策定

されています。 

 その後、災害拠点中核病院が開院したこと

を契機として、病院への交通アクセスや防災

性向上のため、補助第１３８号線の早期整備

の必要性が高まり、赤い点線区間の都市計画

道路事業が令和５年９月に認可されました。 

 続きまして、２ページをご覧ください。「３ 

 上位計画との関連」でございます。（１）

東京都防災都市づくり推進計画では、図２の

とおり、本地区の補助第１３８号線が「一般

延焼遮断帯」に位置づけられております。一

般延焼遮断帯は防災生活圏を構成する延焼

遮断帯の一つです。 

 また、（２）足立区都市計画マスタープラ

ンでは、図３のとおり、江北駅周辺は「商業・

業務地域」、補助第１３８号線沿道は「複合

系地域」に位置づけられています。 

 さらに、補助第１３８号線沿道は防火地域

及び最低限高度地区に指定することが位置

づけられています。 

 続きまして、３ページをご覧ください。「４ 

 まちづくりの新たな目標」でございます。

上位計画における位置づけを踏まえまして、

都市計画道路の整備による効果を活かした

まちづくりを進めるため、これまでの「賑わ

いの創出と良好な住環境の形成」という目標

に加え、新たに「災害に強いまち」と「活気

のあるまち」という２つの目標を掲げました。 

 「災害に強いまち」は、土地の高度利用と

建築物の不燃化による「延焼遮断帯」の形成

を図ることにより推進してまいります。「活

気のあるまち」は、交通利便性を活かした「複

合系地域」の土地利用を誘導することにより

推進してまいります。 

 続きまして、４ページをご覧ください。「５ 

 変更概要」でございます。補助第１３８号

線沿道３０ｍの区域において、（１）から（３）

の変更を行います。５ページの図と表にまと

めておりますので、併せてこちらもご覧くだ

さい。 

「（１）用途地域の変更」です。複合系地

域の土地利用を誘導するに当たり、図６の①

の区域において、第一種中高層住居専用地域

から準工業地域に変更します。 

 ②及び③の区域について隣接する区域と

同じ近隣商業地域に変更します。これに伴い、

建蔽率を６０％から８０％に変更します。ま

た、土地の高度利用を図るため、①、③、④

の区域で容積率を２００％から３００％に

変更します。既に３００％で指定されている

区域は変更ありません。 

 「（２）高度地区の変更」です。土地の高

度利用を図るため、①の区域で第２種高度地

区から第３種高度地区に変更するとともに、

①から⑤の区域で最低限高度地区７ｍを導

入します。 

 「（３）防火地域及び準防火地域の変更」

です。建築物の不燃化を図るため、①から⑤

の区域について、準防火地域を防火地域に変

更します。 

 続きまして、６ページをご覧ください。

「（４）江北駅周辺地区地区計画の変更」で

す。地区計画の目標・方針について、先ほど

申し上げましたとおり、補助第１３８号線沿

道において、延焼遮断帯と複合系地域の形成

を図ることを加えた内容に変更します。また、

図７のとおり、補助第１３８号線沿道商業地

区、補助第１３８号線沿道住工地区という新

たな地区区分を設定します。 

 続きまして、７ページをご覧ください。建

築物等に関する事項としまして、２つの事項

を変更します。１点目は「建築物等の用途の

制限」です。本地区計画の区域全般において、

風俗施設等に関する規制の表記等の見直し

を行い、地域として規制すべき施設を統一的

に定めます。 

 また、補助第１３８号線沿道住工地区の一

部区域、こちらについては、お手数ですが５

ページにお戻りいただき、図６をご覧くださ

い。こちらの①の区域において、隣接地の良

好な住環境に配慮し、騒音や臭いなどを発生

する恐れのある工場、倉庫、ぱちんこ屋等の

立地を制限します。 

 再度申し訳ございません。７ページをご覧

ください。「壁面の位置の制限」についてで

す。図８をご覧ください。既に定められてい
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る箇所のほかに、補助第１３８号線に面する

建物の外壁等を道路から５０㎝以上後退す

るルールを定めます。 

 続きまして、８ページをご覧ください。最

後に、「６ 都市計画手続きの経緯と今後の

予定」でございます。前回の足立区都市計画

審議会にご報告させていただき、８月２３日、

２４日に、都市計画法第１６条に基づく都市

計画原案の説明会を行いました。２日間で合

計３１名の方にご参加いただきました。 

 ８月３０日から９月１３日まで都市計画

法第１６条に基づく都市計画原案の公告・縦

覧を行いましたが、意見はありませんでした。

その後、東京都知事に協議を行いましたが、

意見はありませんでした。そして、１２月２

日から１２月１６日まで都市計画法第１７

条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行いま

したが、こちらも意見はありませんでした。 

 本日の審議会にてご審議いただき、来年２

月の東京都都市計画審議会において、東京都

決定である用途地域の審議を経て、３月に都

市計画決定・告示を予定しております。 

 以上で第１号議案の説明を終わります。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第１号議案の審議を

いたします。発言に当たりましては、その都

度、職名もしくは氏名を名乗られてからお願

いいたします。 

本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いをいたします。 

 佐々木委員、よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 区議会議員の佐々木と申し

ます。 

この議案ですけれども、もともとが江北地

区の補助第１３８号線の道路整備に併せて、

この議案が提出されているわけですけれど

も、これも補償説明会などが今年の１月なん

かにも既にスタートしていますけれども、こ

の道路を整備する事業期間としてはどのぐ

らいなのでしょうか。もともと道路のあると

ころを拡幅するわけではないので、結構大変

な事業だとは思うのですけれども。事業の予

定期間。 

○廣兼会長 中村まちづくり課長、お願いし

ます。 

○中村まちづくり課長 今、計画概要の中で

予定をされている事業期間としましては、令

和５年の９月２５日から令和１２年の９月

３０日ということで事業期間の予定をされ

ているところでございます。 

○佐々木委員 多分そんな簡単にすぐには

できないだろうなと。多分再延長でもう５年

みたいな感じになるんだろうなとは思いま

すけど、これは非常に道路の形としては、尾

久橋通りと女子医大通りをしっかりつない

でいく大切な道路だなというふうに思って

おりますので、是とするべきだというふうに

思います。 

 ただ、用途地域変更が、ほとんど準工業地

域と、それから近隣商業地域にほぼ全て変更

されていきますけれども、それで交通利便性

を活かした複合系地域に転換するというこ

となのですけれども、この複合系地域という

具体的なイメージ、ここに図もありますけれ

ども、どんな形でやっていくのか教えていた

だけますか。 

○廣兼会長 まちづくり課長、お願いいたし

ます。 

○中村まちづくり課長 複合系地域という

ところで、いろいろな建物が建てられるよう

に誘導していこうというところです。住宅も

可ですし、商業施設も可ですし、また、ちょ

っとした作業場みたいなものも可ですしと

いうことで、いろいろな用途が建てられると

いうものを誘導していきたいということで

考えているところでございます。 

○佐々木委員 ７ページに用途地域の①の

部分、どちらかというと「住宅地域の近隣の

ところは、騒音、臭いなどが発生する恐れの

ある工場、倉庫、ぱちんこ等は避ける」とい

うふうに規定していますけれども、これは住

居地域に近いから、そういうような制限をか

けたいということの理解でよろしいですか。 

○中村まちづくり課長 委員のおっしゃる

とおりでございます。 

○廣兼会長 ほかにございますでしょうか。

お願いいたします。お手数ですが、氏名を名

乗ってお願いいたします。 

○佐藤委員 佐藤と申します。よろしくお願

いします。 

途中からの参加なので、ちょっと前提でお

伺いしたいところなのですが、そもそもこの

１３８号線の説明会を８月にされたという

ことなのですが、この区域の中の地権者の中

で反対者とかという方はいらっしゃったり

するのでしょうか。 

○中村まちづくり課長 ８月に行った説明

会で、地区計画の計画区域の方々にご案内を
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させていただいております。 

参加いただいた方からは、特に自分の土地

がこの計画にかかってくるのかというとこ

ろが一番の関心事で、説明会でご質問を頂い

たというところもありますけれども、終わっ

た後に、個別に「私のところはどうなるので

すか」というところで、４～５組の方がお残

りいただいて、ご説明をさせていただいたと

いうふうな状況でございました。特に反対と

いう方はいらっしゃいませんでした。 

○廣兼会長 ほかにございますでしょうか。

―よろしいですか。 

 なければ、採決をいたします。 

本案につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 それでは、第１号議案は異議のないものと

決定いたします。 

 次に、第２号議案に移ります。 

第２号議案「竹ノ塚駅中央地区関連」につ

いて、中村まちづくり課長から説明をお願い

いたします。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長の

中村でございます。 

 私から、第２号議案「竹ノ塚駅中央地区関

連」について、２－１「東京都市計画地区計

画竹ノ塚駅中央地区地区計画の変更」、２－

２「東京都市計画公園の変更」、以上、計２

件の足立区決定についてご提出いたします。  

お手元の資料では、白い表紙の議案書の３

７ページをご覧ください。 

２－１「東京都市計画地区計画竹ノ塚駅中

央地区地区計画の変更」でございます。提出

者は、足立区長、近藤弥生です。 

提案理由は、本計画を変更するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書３８ページから５６ページまで、案

の理由書、計画書、変更概要、総括図、計画

図、方針附図という構成になっております。 

 続きまして、同じく白い表紙の議案書の５

７ページをご覧ください。 

２－２「東京都市計画公園の変更」でござ

います。 

提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

提案理由は、本計画を変更するに当たり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書５８ページから６４ページまで、案

の理由書、計画書、総括図、計画図という構

成になっております。 

議案書は少し分かりづらいため、黄緑色の

表紙の議案説明資料で内容をご説明させて

いただきます。 

 議案説明資料の９ページをご覧ください。 

まず、図１、全体配置図で今回の変更に関

わる地区や公園の位置を示しております。 

 続きまして、１０ページをご覧ください。 

「１ 議案の趣旨」でございます。本地区

は、鉄道の高架化を契機に竹ノ塚駅の東西が

一体となった、人が主役のまちづくりを進め

ていくため、まちの顔づくりとしてＵＲ団地

のストック再生事業と連携した駅前空間の

再生やウォーカブルなまちづくりに取り組

んでおります。 

 竹ノ塚駅の東口交通広場では、バス停の位

置やタクシー待機など交通安全上の課題解

決や駅前に立地するＵＲ竹の塚第三団地の

高経年化への対応などが求められています。

この東口交通広場の再整備を進めるために

は、交通広場拡張用地内にあるＵＲ竹の塚第

三団地３号棟の移転が必要になります。 

 そこで、竹の塚第五公園をＵＲ竹の塚第三

団地３号棟の建替え用地として活用すると

ともに、竹ノ塚駅周辺の公園偏在の解消及び

都市機能の充実を図るため、竹の塚第五公園

を廃止し、竹の塚五丁目公園を新たに都市計

画公園に追加する都市計画変更を行いたい

と考えております。 

 また、廃止する竹の塚第五公園と同等の１，

７００㎡程度の広場空間を竹の塚けやき大

通り沿いに地区施設として確保する地区計

画の変更も併せて行いたいと考えておりま

す。 

 続きまして、「２ 地区、公園の現況」で

ございます。現在の竹ノ塚駅中央地区地区計

画は、平成２９年１１月に決定・告示され、

竹の塚第五公園は、昭和４４年に都市計画決

定されています。また、竹の塚五丁目公園の

計画地は、竹ノ塚駅から直線距離で約６００

ｍの位置にございます。 

 続きまして、１１ページをご覧ください。

「３ 上位計画との関連」でございます。（１）

足立区都市計画マスタープランでは、竹ノ塚

駅周辺は主要な地域拠点に位置づけられて

おり、「駅前広場の整備や東西の一体性の向

上により、東京都の北東地域におけるノース
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ゲートにふさわしい拠点づくりを進める」と

されています。一方、都市基盤未整備地区は

「道路や公園などの都市基盤の整備を進め

る」とされています。 

 （２）竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想で

は、鉄道高架化を契機として「駅前広場や都

市計画道路等の基盤整備を進めていくとと

もに、駅前のＵＲ団地の再生やエリアデザイ

ン計画と整合性のあるまちづくりを推進し

ていく」とされています。 

 また、竹ノ塚駅周辺地区（駅周辺エリア）

地区まちづくり計画では、みどりのまちづく

りの方針において、公園・みどりの再配置と

して「駅前広場整備など駅周辺のまちづくり

と連動して、みどりの重点エリア内にある公

園などの区有地をまちづくりに活用する」と

されています。 

 続きまして、１２ページをご覧ください。

（３）足立区緑の基本計画では、竹ノ塚駅前

及び竹の塚けやき大通り付近が「区民が誇れ

る水と緑の魅力向上ポイント」の候補地とし

て位置づけられ、土地区画整理が施行済みの

区域以外の区域は「まちづくり事業に合わせ

て、周囲の公園配置状況を鑑みながら、計画

されている公園の整備推進や新たな公園配

置を検討する」とされています。 

図４につきましては、竹の塚五丁目公園を

新たに都市計画公園とすることで、公園誘致

圏の空白地域を一部解消できることを示し

ています。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。

「４ 変更概要」でございます。（１）竹ノ

塚駅中央地区地区計画の変更について、議案

書では３７から５６ページでございます。 

 「ア 目標・方針の変更」についてです。

まず、地区全体に関係する地区計画の目標の

変更につきまして、駅前ＵＲ団地の高経年化

への対応、東武伊勢崎線の連立事業完了を踏

まえまして、交通結節機能を強化し、駅東西

が一体となったまちづくりを推進していく

ため、ウォーカブルな空間形成等を追加しま

す。 

 土地利用の方針の変更につきまして、地区

内の公共用地は、まちづくりの進捗に応じて、

地域にお住まいの方、企業、地権者など多様

な主体との協働・協創により有効活用を図る

ことを追加しています。 

 続きまして、「イ 地区施設の変更」につ

いてです。今回新たに「広場」「多目的広場」

「通路」の３つの地区施設を追加いたします。

詳細につきましては、１４ページの図５、図

６をご覧ください。竹の塚けやき大通り沿い

には、ＵＲ団地と一体となったオープンスペ

ースを確保します。けやき大通りの北側沿道

には、歩行者の散策や休憩、憩いの場となる

「広場」を追加し、けやき大通りの南側沿道

には、地域の多様な主体が文化・交流活動で

きる拠点施設を備えた「多目的広場」を追加

します。 

 また、廃止する竹の塚第五公園内の東側に

は、引き続き地域住民の皆様の利便性及び安

全性確保のため、敷地南北の道路に通じる

「通路」を位置づけます。 

 続きまして、１５ページをご覧ください。

「ウ 方針附図の変更」です。 

まず、竹ノ塚駅を中心に居心地がよく歩き

たくなる歩行者環境の充実を図る「ウォーカ

ブルエリア」を追加します。また、赤山街道

から補助第２６１号線（舎人公園通り）を結

ぶ南北方向には、駅周辺の回遊性向上のため

特に重要な歩行者動線として快適な歩行空

間の確保に努める「歩行者ネットワーク」を

追加します。 

 さらに、ＵＲ団地敷地内に地域に開かれた

様々な機能を有する「広場（団地内）」を追

加します。また、東口駅前に位置づけていた

「広場」は、駅東西をつなぐ重要な歩行者ネ

ットワークを確保するため「歩行者広場」に

名称を変更します。 

 続きまして、１６ページをご覧ください。

（２）都市計画公園の変更について、議案書

では５７から６４ページでございます。記載

のとおり、竹の塚第五公園を廃止し、竹の塚

五丁目公園は、図１０に緑色で囲まれた区域

０．７８haについて、新たに都市計画公園に

追加します。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。

「５ 都市計画手続きの経緯と今後の予定」

です。前々回の第７９回足立区都市計画審議

会でご報告させていただきまして、令和６年

８月３０日、３１日、９月２日にかけまして

今回の変更に係る住民説明会を行いました。

８月３０日から都市計画原案の公告・縦覧、

意見書の受付を行いまして、意見書が１通、

その他意見が３３通ございました。 

 また、１１月２５日から地区計画及び都市

計画公園変更についての都市計画案の公告・

縦覧、意見書の受付を行いまして、意見書が
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合わせて４３通、その他意見が３通ございま

した。 

詳細につきましては、お配りしました別添

資料１「第２号議案 竹ノ塚駅中央地区関連

の意見書の要旨」の１ページをご覧ください。 

 まず「東京都市計画地区計画竹ノ塚駅中央

地区地区計画」に対する意見といたしまして、

１通、３つのご意見を頂きました。 

「１ けやき大通り、東口駅前広場の再整

備計画は机上プランであり、実現プランが見

えない」といったご意見につきまして、区の

見解としましては、イメージパース等でお示

ししてきたけやき大通りや東口駅前広場の

公共空間の計画は現在協議中のものであり、

今後もＵＲと協議を進めていき、具体的な整

備内容をお示ししていきます。 

 「２ 標記計画はＵＲ団地との協議や提携

が不可欠と考えるが、本年８月２９日に足立

区とＵＲとの間で締結された「協定」の内容

は極めて重要と思慮されるため、区民に公表

してもらいたい」といったご意見につきまし

て、区の見解としましては、令和６年８月２

９日に足立区とＵＲにおいて「竹ノ塚駅周辺

地区のまちづくりに係る連携及び取組方針

に関する協定書」を締結しました。こちらの

内容につきましては、締結翌日より足立区Ｈ

Ｐで公表しております。 

 主な内容といたしましては、竹の塚第五公

園について、区は東口交通広場の整備に当た

り、ＵＲ竹の塚第三団地３号棟の移転先とし

て竹の塚第五公園を活用する方針で検討を

進めていくこと、ＵＲはＵＲ竹の塚第三団地

３号棟の土地を譲渡し、竹の塚第五公園の取

得に係る検討を行うこと、区とＵＲはその実

現に向けて協力して手続を行っていくこと

を定めています。 

 また、竹ノ塚駅周辺地区のまちづくりを進

めていく上で連携・協力することについて、

公園・みどりの再配置に関すること、竹の塚

第三団地における地域に開かれた様々な機

能を有する広場空間の整備に関することな

どを定めており、相互に連携・協力して取り

組むことで、さらに具体的にまちづくりを進

めてまいります。 

 次に、「３ 本件に関して、今後重大な関

心を持って、注視する必要を感じている」と

いうご意見につきまして、区の見解としまし

ては、竹の塚のまちづくりは、まちの将来像

として「にぎわい 安心 豊かなみどりをつ

くる 人が主役の竹の塚」を掲げ、今後も地

域の皆様に計画を説明する機会や意見を伺

う機会を設け、まちづくりを進めてまいりま

す。 

 続きまして、２ページをご覧ください。「東

京都市計画公園」に対する意見として、意見

書が４２通、その他意見が３通ございました。

意見書４２通は、竹の塚第五公園の廃止に反

対するご意見が４２件、竹の塚五丁目公園に

ついての意見が２件でございました。 

 竹の塚第五公園の廃止に反対するご意見

としまして、まず「１ 竹の塚第五公園の機

能に関すること」です。（１）公園は地域の

オアシスであり、休憩できる憩いの場なので

なくさないでほしい。（２）人々が集える場

であり、イベント、催し等ができる場所なの

でなくさないでほしい。（３）みどりはとて

も貴重です。（４）遊具やじゃぶじゃぶ池、

ベンチもあり、子どもや子ども連れが遊べる

場所をなくさないでほしい。（５）災害、非

常時に避難場所として必要です。（６）トイ

レをなくさないでほしいといったご意見を

頂きました。区の見解としましては、竹の塚

第五公園を廃止し、ＵＲ竹の塚第三団地３号

棟の移転先として活用することを検討する

上で、竹の塚第五公園の有する機能の再配置

についても検討してまいりました。 

 別添資料２「竹の塚第五公園廃止後の機能

の再配置計画」をご覧ください。主なものを

ご説明させていただきます。 

「１ みどり・広場空間」に関しまして、

（１）新しい東口駅前広場には、イベントな

どができる交流スペースや歩行者のための

広場空間を計画していきます。（２）けやき

大通り沿いのＵＲ敷地内に竹の塚第五公園

の面積分、約１，７００㎡の公共的空間を確

保し、子どもが遊べるような空間や遊具、ベ

ンチを備え、樹木やパーゴラなどで日陰を創

出し休憩できる空間を整備するため、ＵＲと

協議を進めます。 

 次に、「４ 避難場所・一時集合場所」に

関しまして、（１）再整備する駅前広場及び

けやき大通り沿いの公共的空間について、災

害時の避難場所として活用できるように整

備内容を検討していきます。 

 そして、「６ トイレ」に関して、東口駅

前広場整備の際は、現在地下にある公衆トイ

レを地上の駅前広場付近にバリアフリート

イレとして再配置を検討していきます。 
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 続きまして、別添資料１、２ページをご覧

ください。「２ 公園が私有地になれば、一

般人は立ち入りが出来なくなるのではない

か」というご意見について、区の見解としま

しては、ＵＲが進める竹の塚第三団地のスト

ック再生事業において、現在のフェンスで囲

まれた団地ではなく、地域に開かれた広場空

間となるように、ＵＲと具体的な検討を進め

てまいります。 

 続きまして、３ページをご覧ください。「３ 

 この場所を大事にしている人を一番に考

え、住民や商店街の声を十分に聴いてから判

断すべき」というご意見について、区の見解

としまして、住民の皆様のご意見を伺う場と

しまして、令和５年１０月にオープンハウス

型説明会、令和６年８月に今回の地区計画・

都市計画公園変更説明会、７月、１１月に竹

ノ塚駅前にてインタビューを行い、住民の皆

様からのご意見を聴取いたしまして、廃止後

の在り方について検討を進めてまいりまし

た。 

 「５ ＵＲの建替え計画はどうなっている

のか」というご意見について、区の見解とし

まして、ＵＲ団地再生事業はＵＲ竹の塚第三

団地の一部である４ａ号棟を含む区域の建

替え事業に着手しておりますが、その他の区

域については今後のまちづくりの動向を踏

まえて、段階的に団地再生を検討することに

なっており、駅前広場に面する住棟につきま

しては協議・検討を進めているところでござ

います。 

 続きまして、４ページをご覧ください。「７ 

 竹の塚五丁目公園について」のご意見が２

件ございました。１点目、「公園は子どもだ

けでなく、高齢者にも様々な用途で使えるよ

うな場所にしてほしい」というご意見、２点

目は「今後整備する際は夜間も使える公園に

してほしい」というご意見を頂きました。区

の見解としまして、竹の塚五丁目公園の整備

や運用については、設計等の際に地域の皆様

のご意見を伺いながら進めてまいります。 

 続きまして、５ページをご覧ください。こ

ちらは意見書の連絡先の記載がなかったた

め、法定上「その他」のご意見とさせていた

だきましたが、内容といたしまして、竹の塚

第五公園廃止に反対するご意見が３件ござ

いました。「１ 公園のままだと犬の散歩も

できるので、公園をなくさないでほしい」と

いうご意見について、区の見解としまして、

公園廃止後、ＵＲ竹の塚第三団地３号棟の移

転先として活用した際には、ＵＲ団地敷地内

及びけやき大通り沿いの公共空間において、

地域住民がペットとの散歩を含めて出入り

できるよう、引き続きＵＲと協議・検討を進

めてまいります。 

 最後に、資料６ページをご覧ください。参

考といたしまして、都市計画法第１６条第２

項に係るものを掲載しております。意見書は

１通、その他意見は３３通でした。その中で、

「３ 竹の塚第五公園の廃止に反対である」

というご意見が３３件ございました。 

 区の対応としましては、頂いたご意見を踏

まえ、子どもの水遊び場であるじゃぶじゃぶ

池については、竹の塚第三公園を利用してい

ただくほか、利用状況を確認し、竹の塚第三

公園または竹の塚第四公園に新たな水施設

の整備を検討していきます。また、地区計画

に新たに位置づけるけやき大通り沿いの地

区施設の整備について、子どもが遊べるよう

な空間やベンチを備え、樹木やパーゴラなど

で日陰を創出し、休憩できる空間を整備する

ためＵＲと協議を進めていきます。 

 恐れ入ります、議案説明資料１７ページを

ご覧ください。「都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。本日の第８１回都

市計画審議会でご審議いただき、その後１２

月下旬の決定・告示を考えてございます。 

 以上、第２号議案のご説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第２号議案の審議を

いたします。 

 繰り返しますが、発言に当たりましては、

その都度、職名もしくは氏名を名乗られてか

らお願いいたします。 

 本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いをいたします。 

 佐々木委員、よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 区議会議員の佐々木です。 

 本議案は、竹ノ塚駅鉄道連続立体交差事業

が終了し、竹ノ塚駅のリニューアル工事も済

んで、非常にきれいな街並みが今進んでいる

ところでございます。それに伴って東口の交

通広場の再整備というのが大変重要な課題

になってくるのだろうということで、ＵＲの

竹の塚第三団地が、駅広を広げるためにはど

うしても移転をしていただく必要があると

いうことで、竹の塚第五公園を候補地として

ＵＲと協定を結んだということで理解をし



9 

 

ておりますけれども、別添資料２で、けやき

大通り沿いのＵＲ敷地内に竹の塚第五公園

の面積分の公共的空間をＵＲと協議をして

いるということで、広場１号、２号、３号と

多目的広場１号、２号ということで書かれて

いますけれども、ここにも書いてありますが、

どんな感じで整備ができる方向性なのでし

ょうか。 

○廣兼会長 中村まちづくり課長、お願いし

ます。 

○中村まちづくり課長 けやき大通り沿い

に、多目的広場を地区計画で位置づけていく

ことを今ご審議いただいているところです

けれども、具体的な内容については、今後ま

たＵＲとも調整してまいりますが、今、けや

き大通り、竹の塚の貴重な資源だと考えてお

ります。今の状態ですと、けやき大通りとＵ

Ｒの敷地がフェンスで区切られている状況

になってございます。もう少しその部分を一

体的に使えるような空間、緑があって、そこ

でベンチがあって休めるような空間ですと

か、あるいはちょっとしたショップのような

ものが建てられるようなものがあって、しか

もそれが外に広がることによって外と中が

一体的になるような空間、人が集えるような

空間、そういったものをつくっていきたいと

いうようなことで今、ＵＲとも検討を続けて

いるところでございます。 

 まず地区計画で、きちんとこの空間を多目

的広場という形で位置づけさせていただい

て、具体的な検討については今後また進めて

いきたいということで考えてございます。 

○廣兼会長 佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員 これは具体的なイメージパ

ースで、非常に区民が憩えるような空間にな

るような感じで受け取りましたけれども、具

体的な協議を今進めていますけれども、計画

が煮詰まってくるのは、具体的にいつ頃にな

ってくるのでしょうか。 

○廣兼会長 まちづくり課長、お願いします。 

○中村まちづくり課長 本日、都市計画審議

会でご審議いただいているところがありま

すので、これが決定をいただいた後に、より

具体的な内容については検討をしていくと

いう形になりますけれども。なので具体的に

何年後というところは、なかなか言いづらい

ところはありますが、一般的に団地を建て替

えするという形になると、一つの団地、街区

を建て替えるのには、５年程度はかかるとい

うような認識をしてございます。ですので、

竹の塚第三団地の全体をどうするかという

ところはあれですが、具体的に動き出すと恐

らく２０年とか、そのぐらいのスパンでの事

業になってくるものというふうに考えてご

ざいます。 

○佐々木委員 ２０年。分かりました。あり

がとうございます。 

○廣兼会長 ほかにご意見はございますで

しょうか。―よろしいですか。 

 なければ、採決をいたします。 

本案につきまして、異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 それでは、第２号議案は異議の

ないものと決定いたします。 

 次に、第３号議案に移ります。 

第３号議案「東京都市計画生産緑地地区の

変更（足立区決定）」について、室橋都市建

設課長から説明をお願いいたします。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長の室橋

でございます。 

 私からは、第３号議案「東京都市計画生産

緑地地区の変更（足立区決定）」について、

ご説明差し上げます。お手元の資料では、白

色の議案書の６５ページからでございます。 

提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、東京都市計画生産緑地地区の

内容を変更するに当たり、都市計画法に基づ

き、足立区都市計画審議会の議を経る必要が

あるためでございます。 

 ６６ページ以降は、案の理由書、計画書、

新旧対照表、総括図、計画図でございます。 

 以上が議案書のご案内になります。 

 こちらの内容につきましては、黄緑色の表

紙の議案説明資料でご説明をさせていただ

きます。議案説明資料の１９ページをご覧く

ださい。 

「１ 議案の趣旨」については、議案書で

ご説明したとおりでございます。 

 続きまして、「２ 生産緑地地区の現況」

でございます。都市農地は、緑地、オープン

スペース、延焼遮断、避難場所など良好な都

市環境を形成する機能を有しておりますが、

近年、農業従事者の高齢化や後継者不足によ

り、件数、面積ともに減少傾向にございます。 

 市街化区域内においては、農地等を生産緑

地地区として都市計画決定することで、所有

者が固定資産税の減免等の優遇措置を受け
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ることができ、農業を続けやすくなることか

ら、農地等の保全につながっております。平

成２９年度に生産緑地法及び足立区生産緑

地地区指定基準細則の改正に基づきまして、

規定に関する下限面積の見直しや一団の考

え方の緩和を行い、新規・追加の指定がしや

すくなるための取組を行っているところで

ございます。 

 続きまして、「３ 生産緑地地区と上位計

画との関連」でございます。年々減少傾向に

ある都市農地の維持・保全を図るため、表に

示す内容を上位計画に位置づけております。 

 足立区都市計画マスタープランでは、「生

産緑地地区は、都市農地の多面的な機能を重

視し、その維持・保全を図る観点から積極的

に指定する」としており、足立区第三次緑の

基本計画では、「特定生産緑地地区は、生産

緑地地区の指定から３０年を経過しても税

制優遇が受けられるため、農業者の意向を踏

まえながら指定を推進する」としてございま

す。 

 お手元の資料２０ページをご覧ください。

こちらは「４ 変更概要」でございます。 

（１）生産緑地地区の内訳になります。今

年度の変更により、足立区の生産緑地地区は

昨年度決定時の１７５件、約２７．０７haか

ら、１６７件、約２５．７３haへの変更とな

ります。昨年度から８件、全体の約５％に当

たる約１．３４haの減少でございます。 

 お手元の資料、２１ページをご覧ください。

こちらは変更箇所の詳細でございます。 

（２）新規指定を行う地区は２件、（３）

既存の生産緑地地区に指定追加を行う地区

は１件、（４）全部削除を行う地区は１０件、

（５）既存の生産緑地地区の一部の部分削除

を行う地区は３件でございます。 

 なお、削除理由である申出基準日とは、生

産緑地地区の都市計画決定から３０年が経

過する日のことでございます。その日以降、

所有者はいつでも区長に対し買取りの申出

をすることができるようになります。 

 お手元の資料、２２ページをご覧ください。

こちらは変更になる生産緑地地区の位置を

プロットした図でございます。 

お手元の資料、２３ページをご覧ください。

変更地区の配置図でございます。こちらは新

規指定を行う地区番号３２２番の古千谷本

町一丁目の地区でございます。 

 ２４ページをご覧ください。新規指定を行

う地区番号３２３番の古千谷本町一丁目の

地区でございます。 

２５ページでございます。既存の生産緑地

地区３１０番に追加指定を行う本木二丁目

の地区でございます。 

 ２６ページをご覧ください。地区番号５６

番は、申出基準日の到来により、地区の一部

を削除する皿沼三丁目地区でございます。同

じく２６ページ、地区番号５７番は、主たる

従事者の死亡により地区の一部を、地区番号

５８番は、主たる従事者の死亡により地区の

全部を削除する皿沼三丁目の地区でござい

ます。 

 ２７ページでございます。地区番号１３９

番は、申出基準日の到来及び公共施設への転

用により、地区の全部を削除する栗原三丁目

地区でございます。 

２８ページをご覧ください。地区番号２０

８番は、主たる従事者の死亡により、地区の

全部を削除する興野二丁目地区でございま

す。 

 ２９ページでございます。地区番号２２０

番は、申出基準日の到来によりまして、地区

の全部を削除する舎人一丁目地区でござい

ます。同じく２９ページ、地区番号２７８番

は、主たる従事者の故障により、地区の一部

を削除する古千谷本町二丁目地区でござい

ます。 

 続いて、３０ページをご覧ください。地区

番号２４３番は、申出基準日の到来により、

地区の全部を削除する谷中二丁目でござい

ます。 

３１ページでございます。地区番号２４８

番は、申出基準日の到来により、地区の全部

を削除する扇二丁目地区でございます。 

 ３２ページでございます。地区番号２５３

番及び２５４番は、主たる従事者の故障によ

り、地区の全部を削除する入谷九丁目の地区

でございます。 

３３ページをご覧ください。地区番号２７

０番は、主たる従事者の死亡により、地区の

全部を削除する六町四丁目の地区でござい

ます。同じく３３ページ、地区番号３１４番

は、主たる従事者の故障により、地区の全部

を削除する六町一丁目の地区でございます。 

 次に、３４ページをご覧ください。生産緑

地地区の「都市計画手続きの経緯と今後の予

定」でございます。都市計画法第１７条に基

づき、１１月２５日から２週間、都市計画案
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の縦覧を行いましたが、意見書の提出はござ

いませんでした。 

本日ご審議いただきまして、１２月下旬に

都市計画決定・告示を行い、その後、年明け

に農地利害関係人へ通知を行う予定でござ

います。 

 以上で第３号議案の説明を終わります。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 それでは、第３号議案の審議を

いたします。 

繰り返しになって恐縮ですけれども、発言

に当たりましては、その都度、職名もしくは

氏名を名乗られてからお願いいたします。 

 本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いをいたします。 

 特になければ採決をいたします。 

 本案につきまして、異議のないものとして

決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 それでは、第３号議案は異議の

ないものと決定をいたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

報告１「綾瀬駅東口周辺地区のまちづくり

について」、中村まちづくり課長から説明を

お願いいたします。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長の

中村でございます。 

私からは、報告事項１「綾瀬駅東口周辺地

区のまちづくりについて」、ご報告いたしま

す。 

 お手元の資料では、桃色の表紙の報告説明

資料１ページからになります。 

 最初に、「１ 報告の趣旨」でございます。 

 綾瀬駅東口周辺地区地区計画区域内の旧

こども家庭支援センター等跡地は、暫定利用

が続いておりますが、令和５年１０月に活用

方針が決定されました。 

 この活用方針に基づき、こ家セン等跡地に

駅前通りのシンボル軸形成に寄与する建物

を誘導するに当たり、令和２年１２月の地区

計画決定時からのまちの状況の変化に併せ

ての修正と、今後予定している地区計画の変

更についてご報告させていただきます。 

 お手元の資料では２ページになります。

「２ 地区の現況」でございます。 

 図２、現況写真をご覧ください。 

写真１は、こ家セン等跡地です。これまで

東綾瀬中学校の仮設校舎として利用されて

おりましたが、令和９年３月まで東渕江小学

校の仮設校舎として継続利用される予定と

なっております。 

 写真２は、工事中の駅前交通広場です。整

備後は道路により分断されていた駅前交通

広場と公園が一体化され、オープンスペース

が創出されます。また、駅前通りの車両混雑

の緩和のため、駅前通りにあるバス停留所と

タクシー乗り場を交通広場内に移設いたし

ます。 

 写真３は、駅前開発用地です。現在はマン

ション建設が行われており、完成後は歩行環

境の改善とにぎわいの創出に寄与する計画

です。 

 お手元の資料では３ページになります。

「３ 上位計画との関連」でございます。 

 (１)足立区都市計画マスタープランで、綾

瀬駅周辺地区は「主要な地域拠点」として位

置づけられております。交通結節機能の向上、

土地の有効利用や民間開発の適切な誘導を

図り、駅前のにぎわいづくりとともに、周辺

の一体的なまちづくりを進めるとされてお

ります。 

 (２)足立区地区環境整備計画においても、

綾瀬駅周辺地区は土地の高度利用や民間開

発の適切な誘導を図り、交通機能の整備やに

ぎわいのあるまちづくりを行い、東綾瀬公園

を活かし、一体となった活力と潤いのあるま

ちづくりを計画するとされております。 

 お手元の資料では４ページになります。

「４ 地区の課題と方向性」でございます。 

 本地区では、まちづくりの考え方を示す地

区まちづくり計画を作成しており、主な内容

は表のとおりとなっております。 

 まちづくりの将来像を「未来につなぐ 豊

かな暮らしと にぎわいのあるまち」と設定

しております。また、地元まちづくり協議会

などから頂いたご意見を基に、まちづくりの

課題の解決に向けた方向性を４つ掲げてお

ります。 

 １つ目の「駅前交通環境」では、「人と車

が安全安心に通行でき、便利でゆとりのある

駅前に改善」。 

２つ目の「商業環境」では、「魅力的でに

ぎわいのある商業施設の誘導」。 

３つ目の「安全安心な街並み環境」では、

「緑と街並みが調和し、誰もが快適に過ごせ

る環境の形成」。 

４つ目の「区有地の活用」では、「多様な

ライフスタイルに対応する機能を備えた施
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設の整備」です。 

 お手元の資料では５ページになります。

「５ 地区計画の変更概要について」でござ

います。 

 今回、地区整備計画区域を拡大して、こ家

セン等跡地を「公共公益施設地区」に設定し

ます。建築物等の用途の制限については制限

する用途を見直し、こ家セン等跡地にも制限

を追加します。 

 また、壁面の位置の制限及び壁面後退区域

における工作物設置制限をこ家セン等跡地

に定めます。 

 最後に、お手元の資料では、６ページにな

ります。「６ 都市計画手続きの経緯と今後

の予定」ですが、１１月１１日～２５日に地

区計画原案の公告・縦覧を行いました。 

 令和７年３月開催予定の都市計画審議会

でご審議いただき、年度内の都市計画決定・

告示を考えております。 

 以上で報告１のご説明を終わります。あり

がとうございました。 

○廣兼会長 ただいま説明いただきました

報告１について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

○横村委員 東京都建築士事務所協会の横

村と申します。 

 ちょっと理解ができなかったので、お教え

いただきたいことがございます。 

 ４ページ、「地区の課題と方向性」の「区

有地の活用」というところに「生活利便性や

にぎわいなど様々なニーズへの対応が必要」

ということで、ここには以前、結婚式場のマ

リアージュがあって、集会の場があって、現

在そういうものが足立区には不足している

ように思われるのですが、これは「多様」と

いうあたりに含まれるのでしょうか。あるい

は、その辺はどのようにお考えになっている

かをお教えいただけたらと思います。 

 以上です。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長の

中村です。 

 今「多様なニーズにお応えする」という施

設というところで、ご報告させていただいた

旧こども家庭支援センターの跡地のところ、

これが事業者を募集して具体的な事業の内

容、具体的な施設の内容については検討して

いくというところでございますけれども、区

の方針として、もともとありました区民事務

所、それから保健センター、子育てサロンと

３００人程度が入れるホール、これを設置し

ていくという方針を決めてございます。これ

についても具体的にどういうものにするの

かということを併せて事業者を選定させて

いただいて検討していくということになっ

てございますので、このホールの造り方です

とか、全体の構成ですとか、そういうことに

ついては、今後また具体的に計画をしていく

ということになってございますので、その辺

も折を見てご報告できればということで考

えてございます。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

そのほか、ご意見、ご質問がありましたら

お願いいたします。 

○佐藤委員 佐藤と申します。 

 ２点ほどお伺いしたいのですが、５ページ

にございます「建築物等の用途の制限」につ

いてなのですけれども、対象となるところが

緑の点線と、こ家セン跡地というところが対

象かなというところではあるのですけれど

も、まさに今、住友不動産のタワーマンショ

ンが建設中だと思うのですが、こちらに対し

ても、１階、２階に関しては商業や業務系の

用途が入るという理解でよろしいのかとい

うのが１つ。 

 もう一つが、こ家セン跡地について、先ほ

どご回答があったような施設を検討されて

いるということだったと思うのですが、かな

り前に一度、マンションとか、スポーツ施設

か何か、フィットネスでしたか、そういった

ものを検討していたということがあったの

ですが、今回それとは変わって、要はマンシ

ョンとかそういうのが建たないよという理

解でよろしいのかというところをお伺いで

きればと思います。 

○中村まちづくり課長 ご質問ありがとう

ございます。 

 １点目の住友不動産さんのマンションが

建てられているところの１階、２階の部分と

いうところですけれども、地区計画の用途の

ところにもございますけれども、商業施設で

すとか、そういうものを設置するということ

で考えているところです。 

 ただ、マンションと１つの建物になってい

ますので、マンションの入り口、エントラン

ス、アプローチみたいなところがどうしても

必要になってきますので、その関係で全部が

商業施設、商業テナントみたいな形にはなら

ないのですけれども、１階、２階に商業施設
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を入れていただくというような計画にはな

ってございます。 

 それと２点目で、旧こ家センの跡地のとこ

ろの以前との計画の比較ですとか、考え方と

いうところですけれども、これから具体的に

事業者、先ほど申し上げましたけれども公募

させていただいて、どんなことができるのか

検討していくという段階になってございま

すけれども、その中で住宅がのるか、のらな

いのかということも含めて、検討の材料の一

つになってきてございます。 

 ですので、今の段階で上に住宅がつく、つ

かないというところは、なかなか申し上げら

れないというのが現状でございます。 

○佐藤委員 「住宅」というところがすごく

気になるところなのですけれども、すみませ

ん、私はここが地元なのでよく分かるのです

けれども、学校が結構定員がオーバーになっ

てしまうとか、そういう懸念もあるかなとは

思うのですけれども、そういったものも総合

して、住宅にするか、しないかというのも判

断していただけるという理解でよろしいで

すか。 

○中村まちづくり課長 同じようなご懸念

というか、ご質問については、地元のまちづ

くり協議会とかからも頂いているところで

ございます。住宅を造るに当っては、子ども

さんの増加というところも、うれしい面もあ

りますけれども、おっしゃるように学校の負

担というところもありますので、そういうと

ころも検討しながら、具体的なものはどうい

うものがいいのかということの検討を進め

ていきたいということで考えてございます。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○廣兼会長 よろしいでしょうか。 

ほかにございますでしょうか。 

○岡安委員 区議会議員の岡安たかしです。 

 ピンク色の資料の２ページの２番、地区の

現況の（１）「こ家セン等跡地部分」のとこ

ろなのですが、令和１１年秋以降の施設開設

に向けてという目標、この目標に沿っていけ

ば令和８年、すなわち２年後には基本計画や

基本設計が示されるという理解でよろしい

でしょうか。 

○中村まちづくり課長 来年の４月から事

業者を公募させていただいて、具体的な計画

内容については詰めていくという段階にな

ってくるところでございますので、委員がお

っしゃるようなところには計画概要が出て

くるようなことで認識をしているところで

ございます。 

○廣兼会長 よろいですか。 

 ほかにございますでしょうか。氏名を名乗

ってからお願いします。 

○川島委員 区民委員の川島です。 

先ほど、こ家セン跡地のお話が出ていた中

で、用途はこれからだということなのですけ

れども、プロポーザルで事業者を公募される

際に、そこの時点で用途を縛るのか、それと

もその後に事業者さんからも用途をご提案

いただくのか、どのような形か教えていただ

ければと思います。 

○中村まちづくり課長 事業者を公募する

際に、あまり制限をかけてというと、なかな

か事業の幅が狭まってしまうというところ

もございますので、次回にご審議いただく地

区計画、それをまちづくりのルールとして、

まずご提案をさせていただくところと、その

中で先ほど申し上げました４つの施設プラ

スにぎわいの施設、そういったものをご提案

いただくということで、広い範囲で少しご提

案をいただくということで考えているとこ

ろでございます。 

○廣兼会長 ほかにございますでしょうか。

―よろしいですか。 

 なければ、続きまして、報告２「柳原一・

二丁目地区のまちづくりについて」、小木曽

建築防災課長から説明をお願いします。 

○小木曽建築防災課長 建築防災課長の小

木曽でございます。よろしくお願いします。 

 私からは、報告２「柳原ー・二丁目地区の

まちづくりについて」、ご報告いたします。 

 お手元の資料では、桃色の表紙の報告説明

資料の７ページをご覧ください。 

 「１ 報告の趣旨」でございます。本地区

では、アンケート調査のほか、地域住民とと

もに勉強会や協議会などを開催するなど、防

災まちづくりについて意見交換を重ねてま

いりました。 

 本案件は、足立区都市計画マスタープラン

に基づき「燃えない・燃え広がらないまち」

を実現し、まちの防災力を確実に向上させる

ため、防災街区整備地区計画を策定するもの

であり、都市計画審議会への付議に先立ち、

概要を説明いたします。 

 「２ 地区の現状」でございます。本地区

は北千住駅の東に位置し、古くから良好なコ

ミュニティが形成されたまちです。 
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 幅員４ｍ未満の道路が多い木造住宅密集

地域として、東京都の地震に関する地域危険

度測定調査では、最も危険性が高い総合危険

度ランク５に位置づけられております。 

 ８ページをご覧ください。「地区の課題」

でございます。図３、柳原二丁目中央地区の

ピンク色の扇形で示す部分が、震災時に消防

活動が困難と予想されている区域です。 

 地区内は、消火栓・防火水槽などはバラン

スよく配置されている一方で、公園などのオ

ープンスペースが不足していることからも

火災時に燃え広がる危険性が高く、災害時の

避難や救助活動、延焼防止機能が期待できな

い状況となっております。 

 ９ページをご覧ください。「４ 上位計画

との関連」でございます。 

 (１)東京都防災都市づくり推進計画では、

本地区は「重点整備地域」に位置づけられ、

防災都市づくりに資する事業を重層的かつ

集中的に実施するとされております。 

 足立区都市計画マスタープランでは、本地

区は「広域拠点」である北千住駅周辺に隣接

する木造住宅密集地域であり、防災街区整備

地区計画などの導入を視野に入れたまちづ

くりを進めるとしております。 

 １０ページをご覧ください。「５ 防災ま

ちづくり計画の概要」でございます。 

 本地区では、防災まちづくりに取り組む際

の指針となる、柳原地区防災まちづくり計画

を令和６年３月に策定しました。 

 今後は、防災まちづくり計画に定めた柳原

地区防災まちづくり方針「柳原らしさを活か

した誰もが安心して生活できるまち」を実現

するために、防災街区整備地区計画と密集市

街地整備事業を導入し、防災性の向上を図る

とともに、良好な居住環境を誘導してまいり

ます。 

 主な取組は、表に示す道路の整備、公園・

広場の整備、建築制限のルール策定の３つと

なります。 

 １１ページをお願いします。「６ 決定・

変更概要」でございます。 

 まず、（１)防災街区整備地区計画の決定で

ございます。 

防災性の向上と居住環境の改善に資する

道路を整備するため、地区施設及び地区防災

施設を位置づけるほか、アからケに示す９つ

のルールを定めます。 

 「オ 建築物の敷地の最低限度」は、関原

一丁目地区と同様の６６㎡とします。 

 １２ページをお願いします。次に、(２)用

途地域及び都市計画公園の変更でございま

す。「ア 用途地域の変更」では、図６拡大

図に示す防災生活道路２号を幅員４ｍから

６ｍに拡幅するため、柳原二丁目の一部約１

００㎡の部分を準工業地域から近隣商業に

変更いたします。 

 １３ページをご覧ください。「イ 都市計

画公園の変更」では、防災生活道路１号及び

５号を幅員４ｍから６ｍに拡幅するため、図

７の①及び②の公園の一部を都市計画公園

区域から除外し、併せて③の公園を新たに都

市計画公園に位置づけます。 

 １４ページをお願いします。最後に「７  

都市計画手続きの経緯と今後の予定」でご 

ざいます。 

 １２月３日、７日は都市計画法第１６条に

基づく都市計画原案の説明会を開催いたし

ました。令和７年３月開催予定の第８２回都

市計画審議会でご審議いただき、令和７年６

月の都市計画決定・告示を予定しております。 

 以上で報告２の説明を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○廣兼会長 ただいま説明いただきました

報告２について、ご意見、質問がありました

らお願いいたします。 

 特によろしいですか。 

○岡安委員 区議会の岡安でございます。 

 １２ページの「用途地域・都市計画公園の

変更」のところで、ごめんなさい、その次の

１３ページ「①柳原二丁目児童遊園」、地元

では「北公園」と言っているのですけれども、

この公園を都市計画公園区域から除外する

というのは、具体的に何かこの公園の使い勝

手に影響が出るのかどうか。意味をもう一回

しっかり教えていただきたいのですけれど

も。 

○小木曽建築防災課長 ここの「防１」と書

いてあるところを「防災生活道路」と位置づ

けるものでございます。この「防災生活道路

１号」を現状の幅員から６ｍに拡幅したいと

考えております。そのため、公園の一部が道

路になりますので、その公園の一部を都市計

画公園の区域から外すという内容でござい

ます。 

○岡安委員 そうしますと公園が狭くなる。

この公園は奥には広げられませんので、狭く

なるということだと思うのですが、ご存じの
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ように、あんな狭い公園ですけれども、地元

では結構ここを利活用しているのですね。深

井戸もあります。これは地元の、どこまで今

お話しされているか分かりませんが、かなり

しっかり理解してもらわないと駄目だと思

うのですけれども、その辺の理解、説明とい

うのは、現状どうなのでしょうか。 

○小木曽建築防災課長 すみません、まちづ

くり協議会とかで地元の町会長など、様々な

方にご説明させていただいているところで

ございます。 

 道路を広げるために公園の一部、特にこの

公園につきましては、町会の事務所も一部入

っているというところがありまして、その事

務所についても一部支障してしまうという

ところについても町会等にはご説明して、町

会のほうにはご理解いただけていると私ど

もは考えております。 

○岡安委員 私は、柳原は実は出身地で、親

戚も住んでいるので非常に関心が高いので

すけれども、それだけにここに関しての愛着

はすごくありましてね。町会もそうですけれ

ども、この公園を利用する近隣住民の方にも

しっかりと説明して理解を得ないと、何か町

会の上層部だけ説明してどんどん進むとい

うのは、かなり懸念があるなというのだけを

ちょっと要望として伝えさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

○小木曽建築防災課長 ここの公園を含め、

この地域につきましては、町会の上層部だけ

ではなく、任意の説明会や１６条説明会だけ

ではなくその他説明会も回数を重ねて行っ

ているところですので、今後とも理解いただ

けるよう各種施策は進めていきたいと思っ

ています。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

○岡安委員 はい。 

○廣兼会長 ほかにございますでしょうか。 

 なければ、続きまして、報告３「千住大川

端地区のまちづくり」について、上田千住地

区まちづくり担当課長から説明をお願いし

ます。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 千住

地区まちづくり担当課長の上田でございま

す。 

私からは、報告３「千住大川端地区のま

ちづくりについて」、ご説明させていただ

きます。 

 お手元の資料では、桃色の表紙の報告説

明資料の１５ページとなります。 

 まず「１ 報告の趣旨」です。本地区では、

大規模工場跡地などの土地利用転換に合わ

せたまちづくりの適切な誘導を目的として、

住宅市街地総合整備事業を活用した住宅開

発と基盤整備が進められてまいりました。 

 このたび「図１ 位置図」のオレンジ色で

示した開発検討エリアでの開発機運の高ま

りを受け、令和６年３月に地区まちづくり計

画を策定いたしました。 

 こうした背景を踏まえ、地区の将来像であ

る「緑と水辺の魅力にあふれ、多様な世代が

集う安全で安心なまち」の実現に向けて、地

区計画及び防火地域、高度地区を変更するこ

とについて、都市計画審議会の付議に先立ち

まして概要をご報告するものです。 

 続きまして、「２ 地区の現況」です。本

地区は、隅田川、補助第１１９号線に挟まれ、

北東部には京成関屋駅及び牛田駅が近接し

た地区となります。 

 「図１ 位置図」の緑色で示したエリアで

は、平成６年に策定された再開発地区計画、

現在は再開発等促進区を定める地区計画に

基づき、共同住宅と道路の一部が整備されて

おります。 

 開発検討エリアは、大規模な低未利用地と

なっており、道路・公園等の都市基盤整備も

未了な状態であるため、地権者と足立区でま

ちづくりについて協議を継続してまいりま

した。 

 続きまして、１６ページ、「３ 地区の課

題」でございます。本地区は、大規模工場跡

地の低未利用地であり、適切な土地利用転換

を誘導する必要があります。 

また、本地区を含む一帯地域は「千寿第八

小学校一帯」として避難場所及び第一次避難

所に指定されているため、開発検討エリア内

においても地区内外の人々が避難可能なオ

ープンスペースを確保し、地域の防災性の向

上を図る必要があります。 

これらを実現するために地区計画に区画

道路などの地区施設を新たに位置づけ、適切

な都市基盤整備を行ってまいります。 

 続きまして、１７ページ、「４ 上位計画

との関連」です。本地区は、足立区都市計画

マスタープランにおいて、土地の高度利用を

図り、都市型住宅などの居住機能をはじめ商

業・業務、交流などの機能を複合的に形成す

ること、駅周辺のにぎわいづくりと水辺の開
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放感を確保した景観形成を促進することが

定められております。 

 また、足立区地区環境整備計画では、整備

目標として「大規模工場跡地を活用した拠点

開発を推進するまちづくり」が掲げられてお

り、土地の高度利用と都市機能の更新を図り、

中高層建物を誘導し、複合市街地を形成する

こと、工場跡地などの土地利用転換を適切に

誘導し、良質な住宅建設を進めることなどが

定められております。 

 続きまして、１８ページ、「５ 変更概要」

です。まず（１）地区計画の変更では、「図

６ 変更区域図」の青ハッチで示したとおり、

主要な公共施設の見直しに伴い、地区計画の

区域を変更いたします。また、赤ハッチで示

している土地利用転換が見込まれる区域に

新たに地区整備計画を定めます。併せて、区

域内の土地利用を支える道路等の主要な公

共施設及び地区施設を定めます。 

 （２）防火地域・高度地区の変更です。地

区計画の変更を踏まえ、土地利用上の観点か

ら準防火地域から防火地域へ変更し、耐火建

築物の割合が増加するように建物の不燃化

を推進します。また、土地の高度利用を図る

ため、第３種高度地区の指定を外し、建物の

高さの制限をなくします。 

 最後に、１９ページ、「６ 都市計画手続

きの今後の予定」です。令和７年３月開催予

定の足立区都市計画審議会において防火地

域・高度地区の変更についてご審議いただき、

令和７年５月開催予定の東京都都市計画審

議会での地区計画の変更の審議を経て、令和

７年６月の都市計画決定・告示を考えており

ます。 

 以上で報告３の説明を終わります。ありが

とうございました。 

○廣兼会長 ただいま説明いただきました

報告３について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

○横村委員 東京都建築士事務所協会の横

村でございます。 

 ３点ほどお教えいただきたいというもの

がございます。 

 まず、１６ページ「災害時の避難場所確保」

で「８，０００㎡のオープンスペースを確保

する」とありますが、具体的にどのような拠

点となるか。 

私は、兼ねてから申し上げておりますよう

に、地域特性を活かした住まいづくり・まち

づくりをお願いしたいと思っておりますの

で、報告事項２のほうにもございましたよう

に、線路向こうには、危険度ランク５の地域

がありますから、ここだけでの話ではなくて、

その地域と併せて千住地区の防災拠点とい

うか、ちょっと話は戻りますが、１３ページ

の今後６ｍに幅員を広げるという地図を拝

見いたしますと、その地域の南側半分は、こ

ちらの地域に避難してくるのかなと思われ

るような道路整備もされているように思わ

れますので、その辺を複合的にどんなふうに

お考えになっているかというのが、まず１点

です。 

 それから、この隅田川のところには、たし

か船着場があったように思いますので、そう

いうことも併せて防災拠点というようなお

考えはないのかなというか、あり得ないかな

というあたりが非常に気になっております。 

 １７ページのほうで非常に中高層の立派

な地域にはなりそうだなと思うのですけれ

ども、その辺の地域の問題、課題を十分に利

用して、ここの土地が千住地区に寄与するよ

うな計画をぜひお願いしたいと思いますの

で、ちょっとその辺の具体性も含めてお教え

いただけたらと思います。 

以上です。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 ご質

問のありました、まず８，０００㎡のオープ

ンスペースの使い方でございますが、災害発

生時は地区内外から多くの方が避難してい

ただけるような活用の方法を考えてござい

ます。発生した後の活用としましては、先ほ

どご質問にありました防災船着場からの例

えば資材ですとか、食品ですとか、そういっ

たものの受入れをし、このオープンスペース

の場所に保管をし、そして近隣の避難所であ

ります千寿第八小学校等と連携をしながら

活用することを今考えているところでござ

います。 

 ２つ目に周辺の柳原町会との関係でござ

いますが、現在、柳原町会は４つの町会がご

ざいまして、地区防災計画はそれぞれ定めら

れておりますが、現時点では東京電機大学の

ほうに避難するという計画になっていると

ころでございますが、当然、今回大きなオー

プンスペースができることもありますので、

地区の町会の皆様と、もしくは地区まちづく

り協議会の方とは、こういった情報提供をさ

せていただいて、どういった防災的な連携が
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できるかというのを今後も検討していきた

いというふうに考えております。 

○横村委員 たしか避難所というのは、避難

難民の方も来たり、「電機大学が避難所だか

ら、あなたはそっちよ」というような、災害

で火事が発災したら、いろいろなところに逃

げざるを得ないという意味もありますので、

こういう立派な８，０００㎡もの避難スペー

スを充実した内容でお考えいただきたいの

と、そういう方々が来たときにも対応できる

んだという避難所としての使い方をもう少

し具体的に明快に、「２㎡」とここに書いて

ありますけれども、その「２㎡」はどういう

形態で、野ざらしというか、テントでの２㎡

なのか、そういうところもちょっと掘り下げ

て具体的に次回までに、ご検討した内容をご

提示していただきたいと思います。 

以上です。 

○廣兼会長 ほかにご質問、ご意見はござい

ますでしょうか。 

○佐藤委員 佐藤と申します。 

 １点だけちょっとお伺いしたいのですけ

れども、地区計画から今回外れる幹線道路１

号の一部ですかね。ぱっと見なのですけれど

も、かなり使い勝手がよくなるのに、ここが

外れてしまうと行き止まり道路になってし

まうのかなと思ってはいるのですけれども。

最初のご説明で、いろいろあって外れたとい

う話はちょっと聞いたのですけれども、具体

的にはどのような内容なのか教えていただ

けるとありがたいです。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 こち

らの廃止する道路につきましては、平成６年

の計画においては、関屋公園の下部をトンネ

ル状に通過するようなトンネル道路を計画

しておりました。地域の方からは、それによ

って関屋公園が平面整備できないことです

とか、もしくは通過交通が通ることによって、

お子様たちの安全上の問題のことから道路

の廃止については強い要望がございました。 

 今回、平成６年の計画から改めることにつ

きまして、この道路廃止の要望を受けまして、

墨堤通りの交通量調査を実施いたしました。

当初この道路自体は、墨堤通りの混雑緩和を

目的として地区内の道路を抜けていくとい

うような計画になっていたところでござい

ます。 

令和２年と計画策定当時の平成６年の交

通量を比較したところ、おおむね４割ほど墨

堤通りの交通量が減少しているという結果

も踏まえまして、ここの開発によって発生す

る交通量も踏まえた上で、十分に交通処理が

可能だということの警視庁の見解も得まし

て、今回、区として廃止を決定する方向で動

いているところでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

 そうすると、住民の方々からも、ここは外

してほしいという意見が多かったという理

解でよろしいですか。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 強い

要望を受けてということでございます。 

○佐藤委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

○廣兼会長 ほかにご意見、ご質問はよろし

いですか。 

○川島委員 区民委員の川島です。 

 今回、高度地区を３種からなしにするとい

うことで、要は高さ制限をなくすということ

だと思うのですけれども、ほかのニュースと

かで見たのですが、ここの共同住宅はかなり

高層のものが建つと思うのですけれども、そ

のあたりの日照とか日陰とか、現段階で何か

懸念されているところが、周辺の住民さんだ

ったりとかにオープンにして折衝している

ところとかあれば、何か情報とかを頂ければ

なと思います。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 こち

らの計画につきましては、地域住民の方に、

区主催のもの、もしくは事業者主催のもの、

東京都主催と区の共催のものと合わせて現

在３回ほど説明会を開催させていただいて

おりまして、高層建物が建つことによる日陰

の問題、通風の問題、もしくは電波障害の問

題等については、シミュレーション結果をご

報告差し上げているところでございます。こ

の後、計画の検討が進む中で、個別に必要な

方については対応していくというところで

今動いているところでございます。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

○川島委員 もう１点あるのですけれども、

そのニュースの中で、南側、隅田川沿いは共

同住宅で、事業者さんの名前もばっと出てい

たのですけれども、北側について、商業とか

そのあたりを整備する中で、具体的な何か計

画とかがもう既にあるのであればもう少し

詳しく教えていただきたいなと思っており

ます。 

○上田千住地区まちづくり担当課長 今ご
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質問のありました北側でございますが、住宅

のマンション棟が２棟建つ予定となってお

りますが、具体的な事業者さんは未定でござ

います。お話にありました商業施設について

は、北側なのですが、第一期ということで令

和１０年頃の完成予定を今計画していると

ころでございます。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。 

 なければ、これにて本日の議案審議及び報

告事項は終了といたします。 

 これより会の進行は事務局にお願いいた

します。 

○室橋都市建設課長 事務局でございます。 

廣兼会長、議事進行ありがとうございまし

た。 

 事務局から事務連絡が２点ございます。 

 １点目、次回の足立区都市計画審議会でご

ざいますけれども、令和７年３月２１日を予

定してございます。日程が確定次第、改めて

ご通知申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

 ２点目でございます。本日、当審議会にお

車にてご来場いただいた委員の皆様におき

ましては、駐車券をご用意させていただいて

おります。ご入り用の方は事務局にお申しつ

けください。 

 事務連絡は以上でございますけれども、委

員の皆様から何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、これにて第８１回足立

区都市計画審議会を閉会とさせていただき

ます。長時間にわたり、本当にありがとうご

ざいました。 


